
陳情第 ４２ 号 

 

年金受給資格期間を１０年に短縮することを求めることについて 

 

要 旨 

膨大な数の無年金・低年金者がいることは公的年金制度の問題のひとつであり、受給資

格期間が長すぎることが要因としてあげられる。国民が安心して老後を過ごせるよう、年

金受給資格期間を現行の２５年から１０年に短縮することを求める。 

 

理 由 

公的年金制度の問題のひとつは、膨大な数の無年金・低年金者がいることです。厚生労

働省の資料でも受給資格期間２５年を今後満たす見通しのない人を含めて無年金者は  

１１８万人です。その要因にあげられるのは長すぎる受給資格期間です。 

また、この間、終身雇用制度から転職を繰り返して定年を迎える労働者が多くなるなど

労働環境が大きく変わりました。こうした中では長期にわたる年金記録期間が「消えた年

金問題」の原因ともなります。 

無年金者を生みだす原因の一つである２５年の受給資格期間を１０年に短縮し、国民が

安心して老後を過ごせるようにするため、各機関に対し、下記についての意見書を採択し、

送付されますよう陳情いたします。 

 

陳情項目 

１． 年金受給資格期間を現行の２５年から１０年に短縮すること。 
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